
 

 

 
 

 

 
家
賃
支
援
給
付
金
に
つ
い
て 

5
月
の
緊
急
事
態
宣
言
の
延
長
等
に
よ
り
売
上
の
減
少
に
直
面

す
る
事
業
者
に
対
し
て
、
事
業
継
続
を
下
支
え
す
る
た
め
地
代
・
家

賃
（
賃
料
）
の
負
担
を
軽
減
す
る
給
付
金
が
国
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。 

 

対
象
者 

①
・
②
・
③
す
べ
て
を
満
た
す
事
業
者 

① 

資
本
金
10
億
円
未
満
の
中
堅
企
業
、
中
小
企
業
、
小
規
模
事
業

者
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
を
含
む
個
人
事
業
者
※ 

※ 

医
療
法
人
、
農
業
法
人
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
、
社
会
福
祉
法
人
な

ど
、
会
社
以
外
の
法
人
も
幅
広
く
対
象
。 

② 

今
年
の
5
月
～
12
月
の
売
上
高
に
つ
い
て
、 

・ 

1
ヵ
月
で
前
年
同
月
比
▲
50
％
以
上 

ま
た
は
、 

・ 

連
続
す
る
3
ヵ
月
の
合
計
で
前
年
同
期
比
▲
30
％
以
上 

③ 

自
ら
の
事
業
の
た
め
に
占
有
す
る
土
地
・
建
物
の
賃
料
を
支
払
い 

 

内
容 

【給
付
額
】 

法
人
に
最
大
600
万
円
、
個
人
事
業
者
に
最
大
300
万
円
を
一
括
支
給
。 

 

【算
定
方
法
】 

申
請
時
の
直
近
1
ヵ
月
に
お
け
る
支
払
賃
料
（
月
額
）
に
基
づ
き
算

定
し
た
給
付
額
（
月
額
）
の
6
倍 

法人

支払賃料（月額） 給付額（月額）

75万円以下 支払賃料×２/３

75万円超

50万円＋

[支払賃料の75万円の

超過分×1/3]

※ただし、100万円（月額）が上限

個人事業者

支払賃料（月額） 給付額（月額）

37.5万円以下 支払賃料×2/3

37.5万円超

25万円＋

[支払賃料の37.5万円の

超過分×1/3]

※ただし、50万円（月額）が上限 

 

伝
言
板 

新
型
コ
ロ
ナ
関
連 

給
付
金
等
相
談
会 

7
月
20
日
（
月
）
14
時
00
分 

民
商
会
館 

7
月
21
日
（
火
）
19
時
00
分 

民
商
会
館 

  

収
支
内
訳
書
返
還
集
会
・
行
動 

7
月
30
日
（
木
）
13
時
30
分 

吹
田
勤
労
者
会
館 

7
月
30
日
（
木
）
19
時
00
分 

民
商
会
館 

短
時
間
（
30
分
程
度
）
の
集
会
の
後
、
返
還
行
動
に
移
り
ま
す
。 

 

家
賃
支
援
給
付
金
の
追
加
資
料
に
つ
い
て 

家
賃
支
援
給
付
金
の
申
請
が
14
日
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
申
請
に

あ
た
っ
て
家
賃
支
援
給
付
金
事
務
局
の
様
式
で
テ
ナ
ン
ト
の
所
有
者

等
（
賃
貸
人
）
か
ら
証
明
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。
以
下
の
6

つ
の
ケ
ー
ス
で
す
。
特
に
①
は
申
請
す
る
ほ
と
ん
ど
の
事
業
者
が
該

当
す
る
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

① 

契
約
書
等
の
契
約
期
間
に
２
０
２
０
年
3
月
31
日
又
は
申
請
日

が
含
ま
れ
て
い
な
い
場
合 

契
約
書
に
記
載
さ
れ
た
契
約
期
間
が
過
ぎ
て
自
動
更
新
さ
れ
、

新
た
な
期
間
の
契
約
書
を
作
成
し
て
い
な
い
場
合
で
す
。
多
く

の
方
が
こ
の
ケ
ー
ス
に
該
当
し
ま
す
。 

② 

契
約
書
等
の
賃
貸
人
等
と
現
在
の
賃
貸
人
等
の
名
義
が
異
な
る

場
合 

賃
借
し
て
い
る
土
地
・
建
物
が
売
買
・
相
続
・
贈
与
な
ど
に
よ

っ
て
所
有
者
が
代
わ
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
な
ど
で
す
。 

③ 
契
約
書
等
の
賃
借
人
等
と
申
請
者
の
名
義
が
異
な
る
場
合 

事
業
承
継
（
親
か
ら
経
営
を
譲
り
う
け
た
）
や
法
人
成
り
（
個

人
事
業
で
事
業
を
開
始
し
法
人
を
設
立
し
た
）
の
ケ
ー
ス
で
す
。 

④ 

直
近
3
ヶ
月
分
の
家
賃
の
支
払
い
を
証
明
で
き
る
資
料
が
な
い

場
合 

家
賃
を
払
い
込
ん
だ
通
帳
や
振
込
明
細
書
を
紛
失
し
た
ケ
ー
ス

な
ど
で
す
。 

⑤ 

直
近
3
ヶ
月
の
期
間
で
家
賃
の
支
払
い
が
免
除
・
猶
予
さ
れ
て

い
た
場
合 

家
賃
を
滞
納
し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
て
は
ま
り
ま
す
。 

⑥ 

契
約
書
が
存
在
し
な
い
場
合 

 

※ 

①
～
⑥
の
様
式
は
民
商
で
準
備
し
て
い
ま
す
。
必
要
な
方
は
民
商

事
務
所
に
お
越
し
い
た
だ
く
か
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応 

休
業
支
援
金
・
給
付
金 

新
型
コ
ロ
ナ
の
緊
急
事
態
宣
言
等
の
た
め
、
休
業
を
指
示
さ
れ
た

が
休
業
補
償
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
中
小
企
業
の
労
働
者
に
対
し
て
、

国
か
ら
支
援
金
・
給
付
金
が
支
給
さ
れ
る
制
度
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。 

※ 

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
非
正
規
雇
用
で
、
所
定
労
働
時
間
が

雇
用
保
険
の
要
件
に
満
た
な
い
場
合
で
も
対
象
に
な
り
ま
す
。 

(1)
対
象
者 

令
和
2
年
4
月
1
日
か
ら
9
月
30
日
ま
で
の
間
に
事
業
主
の
指
示
を

受
け
て
休
業
（
休
業
手
当
の
支
払
な
し
）
し
た
中
小
企
業
の
労
働
者 

(2)
支
援
金
額
の
算
定
方
法 

① 

休
業
前
の
１
日
当
た
り
平
均
賃
金 ×

 

80
％
（
1.1
万
円
が
上
限
）×

 

②
（
各
月
の
日
数
（
30
日
又
は
31
日
）‐

就
労
し
た
又
は
労
働
者
の
事
情

で
休
ん
だ
日
数
） 

(3) 

手
続
内
容 

① 

申
請
方
法
： 

郵
送 

（
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
も
準
備
中
） 

（
労
働
者
本
人
か
ら
の
申
請
の
ほ
か
、
事
業
主
を
通
じ
て
（
ま
と
め
て
）

申
請
す
る
こ
と
も
可
能
） 

 


